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医療機関ネットワーク事業 2023年度病院長会議 議事要旨 

 

１．日時：令和５年 11月 16日（木） 14:00～16:00 

 

２．場所：中央合同庁舎４号館 全省庁共用 1208 特別会議室（オンライン） 

 

３．出席者 

＜参画機関＞ 

医療法人渓仁会手稲渓仁会病院、公益財団法人星総合病院、日本赤十字社前橋赤十字病院、日本赤十

字社さいたま赤十字病院、埼玉医科大学病院、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、日本赤

十字社東京都支部大森赤十字病院、順天堂大学医学部附属練馬病院、地方独立行政法人東京都立病院

機構東京都立小児総合医療センター、日本赤十字社横浜市立みなと赤十字病院、国立大学法人富山大

学附属病院、国立大学法人山梨大学医学部附属病院、長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院、

社会医療法人財団慈泉会相澤病院、社会福祉法人恩賜財団済生会滋賀県病院、滋賀県立総合病院、日

本赤十字社長浜赤十字病院、日本赤十字社京都第二赤十字病院、社会医療法人協和会加納総合病院、

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪急性期・総合医療センター、社会医療法人松本快正会西奈良

中央病院、鳥取県立中央病院、国立大学法人佐賀大学医学部附属病院、日本赤十字社熊本赤十字病院、

宮崎県立宮崎病院 

 
＜消費者庁＞ 
審議官 植田広信、消費者安全課長 阪口理司、消費者安全課事故調査室長 池田正慶、消費者安全

課政策企画専門官 尾崎裕子（司会）、消費者安全課政策企画専門官 岩本由有  
＜独立行政法人国民生活センター＞ 
理事 桐原素樹、商品テスト部長 菱田和己 
 
４．議事 

・医療機関ネットワーク事業の報告及び取組について 
 ・その他連絡事項 
 ・意見交換 
 
５．議事概要 
（１） 消費者庁 植田審議官挨拶 
 
（２） 自見内閣府特命担当大臣挨拶文読み上げ 
 
（３） 医療機関ネットワーク事業の報告及び取組について 
 【事業報告】 
 配布資料によって、医療機関ネットワーク事業の活動を報告した。 
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・医療機関ネットワーク事業第６期（2023 年度以降）では、2023 年 10 月までに消費者庁、国民生

活センター合わせた４件の報道発表資料において、事業での提供事例を 18 件活用。ほかに、消

費者庁の「子ども安全メール」、マンスリーレポート、国民生活センターの「くらしの危険」、「見

守り新鮮情報」等でも約 220 件の事例を活用。 
【最近の取組】 
消費者庁 阪口消費者安全課長から、消費者庁の取組について報告した。 
・消費者庁における事故情報の活用例として、2023 年５月の消費生活用製品安全法施行令改正によ

る、ネオジム磁石製マグネットセット及び吸水性合成樹脂玩具（水で膨らむボール）の特定製品へ

の指定について報告。ほかに、行楽シーズンのレジャーにおける事故についての注意喚起を実施

したことを報告。最後に、窓やベランダからの転落事故、水筒を持った状態での転倒事故等につい

て子ども安全メールを配信したことを報告。 
・消費者庁の取組として、棺の中のドライアイスによる二酸化炭素中毒についての注意喚起を実施

したことを紹介（消費者庁作成の動画も併せて投影）。 
国民生活センター 菱田商品テスト部長から、国民生活センターの取組について報告した。 
・国民生活センターにおける事故情報の活用例として、スライサーによる事故、加熱式たばこの誤

飲事故、子どもを抱っこして自転車に乗ることの危険性についての注意喚起を実施したことを報

告。 
消費者庁 池田事故調査室長から、消費者安全調査委員会の取組について報告した。 
・消費者安全調査委員会の設置経緯や設立後 10 年の主な活動実績、調査の流れ等について紹介。事

故情報の活用例として、2023 年４月公表のトランポリンパーク等での事故報告書について報告。

また、現在は、木造立体迷路、パーソナルトレーニング、子どもの転落事故について調査中であ

ることを報告。 
 

（４） その他連絡事項 
 【第６期事業について】 
 国民生活センター 菱田商品テスト部長から、第６期事業について説明した。 
 ・報酬体系やシステムの概要や使用方法について説明。 
 【事業の周知啓発の取組及び同意取得方法】 
 消費者庁 阪口消費者安全課長から、事業の周知啓発及び同意取得への取組について紹介した。 
 ・2022 年度末からの啓発グッズ及びデジタルサイネージについて、試行状況を報告（デジタルサイ

ネージについては動画版を投影）。 
 ・課題となっている患者様からの同意について、参画機関の取組を一部紹介。 
 
（５） 意見交換 
 出席者から次のような意見・要望を受けて議論した。 
 【情報収集】 
・小児科の事例に比べて、成人の事例は収集するのが難しい。 

 ・同意取得に苦慮しており、他病院の収集方法を参考にしたい。 
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・小児科の入院患者に丁寧に説明したうえで事例提供しているが、報告数は少なくなってしまう。 
・水で膨らむボールの販売についての法改正は、情報を提供いただいたご家族に報告したところ、

喜んでもらえた。 
・当初は報告事例の選定に苦労したが、徐々に慣れてきた。 
【情報提供テーマ】 
・いわゆる大麻グミのように全国的に報道されているものについて、事例報告をする場合は当事業

への報告ということで良いのか。迷ったときには相談させていただきたい。 
【情報発信・活用】 
・事業での収集事例を活用した消費者庁や国民生活センターの注意喚起資料を保育施設等へ展開し

たところ、非常に役立っているという意見をいただいた。 
・消費者庁が発信しているメルマガや棺での二酸化炭素中毒の注意喚起は、非常に勉強になってい

る。 
・学会等で医療関係者に事業を紹介したところ興味を持ってもらえた。事業の存在を周知すること

にも有効なので引き続き続けていくことが大切。 
【院内体制・協力及びバックアップ】 
・成人の事例が集まりにくいので、院内で共有できる収集すべき情報の例があると助かる。 
・同意取得の院内体制づくりに苦労している。他病院の取組を参考にしたい。 
【事業の意義】 
・世間で危険だと話題になったものに対する国の対応が素早くなった気がしている。当事業は非常

に良い情報提供のルートだと認識しており、参画の意義を感じている。 
【報酬】 
・事業参画について、院内のかなりの部署に配慮が必要であり、モチベーションを上げるためにも、

報酬を上げることを検討してほしい。 
【システム】 
・第６期からシステムが変更になったことで、事例報告の手間が大幅に軽減された。操作方法の

マニュアルを院内で共有して活用したい。 
【啓発資料】 
・以前の会議で依頼した、事業の周知啓発のために患者様へ提供する誤飲予防用のグッズを作成し

ていただき感謝。実際に配布している。 
・院内で患者様への事業周知用に提供された動画や静止画のデジタルサイネージは事業の宣伝とし

て有効だと感じている。 
 
（６） 国民生活センター 桐原理事挨拶 

以上 


